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私、 は、

州 郡

第

当該判決は に確定したところですが、

被告は民事訴訟法第１１８条に規定する裁判の開始に必要とされる適法な呼出しを

受けたことを申し述べます。（受けなかったが応訴したことを申し述べます。）

申　　述　　書

外務　翔子 　　令和   ７　 年　　９ 　月　２６　 日

アメリカ合衆国 フロリダ オレンジ

令和　　７　 年　　９ 　月　２６　 日

令和　７　年　１１　月　１　日

外務　翔子

9 巡回裁判所において、 スティーブンソン、ジェイコブイーサン を原告、

外務　翔子 を被告とする離婚判決を受け、

記入例（日本人が被告の場合）

どちらかの理由を記入

戸籍上の氏名を記入する。
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